
○越谷市事業所等設置に係る公害防止等指導要綱  

平成１５年９月３０日 

告示第２１４号 

改正 平成３１年３月１１日告示第６７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、開発者が市内に事業所等の設置を行うにあたり、公

害の未然防止と生活環境の保全のために必要な事項を定めることにより、

環境への負荷の少ない社会の構築に資することを目的とする。  

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

（１） 開発者 建築等に供する目的で行う土地の区画形質の変更、駐

車場等に供する目的で行う土地利用の変更及び建築物の新築、増改築

等を行う者をいう。 

（２） 公害 事業活動に伴って生ずる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、

騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係

る被害が生ずることをいう。 

（３） 事業所等 開発者が事業活動を行う全ての土地、建築物、施設

等をいう。 

（開発者の責務） 

第３条 開発者は、事業所等の設置を行うにあたり、公害防止に係る法令

及び埼玉県条例並びに越谷市環境条例（平成１２年条例第１７号）（以

下「環境に関する法令等」という。）に基づく基準と届出を遵守すると

ともに、越谷市環境条例第８条に規定する越谷市環境管理計画に示され

た指針に基づいて環境への配慮を行い、公害の未然防止及び生活環境の

保全を図るものとする。 

２ 開発者は、環境に関する法令等に違反しない場合においても、公害の



未然防止及び生活環境の保全を図るため最大限の努力をしなければなら

ない。 

（事業所等設置計画書の届出） 

第４条 開発者は、次に定める事業所等（越谷市環境条例第３３条の適用

を受けるものを除く。）を新設又は増改築する場合は、あらかじめ事業

所等設置計画書（第１号様式）により、市長に届け出なければならない。  

（１） 工場 

（２） 倉庫（延べ床面積１００m２以上のもの） 

（３） 病院（入院施設のあるもの） 

（４） 洗たく業（洗浄施設のあるもの。取り次ぎ店を除く。）  

（５） 畜産業 

（６） 畜産物・水産物卸売業 

（７） 飲食店（延べ床面積２５０m２以上のもの） 

（８） 貸ビル 

（９） 食料品製造・加工業 

（１０） 弁当仕出屋・給食センター（１日３５０食以上の供給能力を

有するもの） 

（１１） 店舗（延べ床面積５００m２以上のもの） 

（１２） 共同住宅（２０１人槽以上の浄化槽を設置するもの）  

（１３） 資材置場（５００m２以上のもの） 

（１４） 廃棄物処理施設 

（１５） その他、市長が特に必要と認める事業所等 

（要請書） 

第５条 市長は、前条の規定による届出があった場合、その届出に係る計

画を審査の上、必要に応じて公害の未然防止と生活環境保全の立場から

開発者に対し事業所等設置計画書に係る要請書（第２号様式）をもって

要請するものとする。 



（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、公害の未然防止及び生活環境の保

全のために必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成１５年１０月１日から施行する。  

附 則（平成３１年告示第６７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの要綱の様式の規定によ

り作成されている用紙は、改正後のそれぞれの要綱の様式の規定にかか

わらず、当分の間、使用することができる。 



 



 



 



 



第１号様式（第４条関係） 

第２号様式（第５条関係） 

 


